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② 事業系生ごみ 

事業系生ごみとしては、産業廃棄物と一般廃棄物があり、産業廃棄物としては、食品製造業

等特定の業種から排出される「食品加工残渣」、一般廃棄物としては、飲食店等から排出される

「残飯、調理くず」等があります。 

一般廃棄物 

・排出状況 

一般廃棄物として排出されている厨芥類等の排出量は、全国で約 552 万 t（平成 12 年度）

であり、その内 13％にあたる約 71 万 t が再生利用されています。 

（出典：循環型社会白書 平成 15 年版） 

・性 状 

一事業所から排出されるため、比較的、異物混入率が低い傾向にあります。 

 

産業廃棄物 

・排出量 

動植物性残渣の排出量は、全国で約 405 万 t（平成 12 年度）であり、その内 46％にあた

る約 186 万 t が再生利用されています。（出典：循環型社会白書 平成 15 年版） 

・性 状 

組成は比較的安定しており、異物混入率が低い傾向にありますが、性状の偏りが考えら

れます。 
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表 2-1(2) 生ごみのリサイクル方法の比較 

項 目 堆 肥 化 飼 料 化 バイオガス化 

生成物の管理 品質は安定しているため、

長期保存が可能 

乾燥化したものは比較的

長期間の保存が利くが、鮮

度が重要であるため、短期

間で利用することが望ま

しい 

可燃ガスであるため、十分

な安全対策が必要 

需要先の地域性 ある（農村等） ある（畜産業、養魚業等） ない 

市場性 原料中の窒素、燐、ｶﾘｳﾑ

等の肥効成分の大部分が

残存し、含有率が高いた

め、肥料として有用である

現状では飼料の大部分が

輸入に依存しているため、

家畜業者と連携すること

により、年間を通じて生成

物（飼料）の需要が可能で

ある 

家畜飼料のみでなく、魚粉

代替養殖用飼料としての

活用も可能である 

バイオガス中にはメタン

が 60～70％含まれており、

エネルギー回収が可能で

あり、利用の汎用性が大き

い 

また、ガスタービン等によ

り発電するとともに廃熱

利用により熱回収も可能

である 

利用者との連携 安定した需要先を確保す

るため、農家等との連携が

必要である 

安定した需要先を確保す

るため、畜産農家・養魚業

者等との連携が必要であ

る 

売電する場合は、電気事業

者との十分な協議が必要

である 

その他 発酵に伴う臭気対策が必

要である 

特になし 生ごみ以外の廃棄物（家畜

糞尿、有機汚泥等）の処理

も可能である 
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先進的な取組みの参考事例 

・桑名市（クルクル工房）⇒ NPO と協働した家庭生ごみの堆肥化と一般家庭への堆肥還元 

 

＜地域啓発型＞ 

 

学校施設等 

・給食残飯の堆肥化（一次処理） 

一般家庭 

（一次処理） 

一般家庭 

（一次処理） 

堆肥化施設 

（市町村） 

 

・二次処理（完熟） 

・各家庭に一次処理方法の指導

リサイクル拠点（保管） 

（市町村） 

一般家庭

（一次処理）

堆肥提供 

農家・一般家庭 

・家庭菜園 

・園芸等

堆肥利用 

堆肥提供    ：原 料 

   ：製品（堆肥等） 

農園・花壇 

・堆肥利用 

作物供給 
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■ 自治体における排出・収集方法の事例 

★ 滋賀県水口町 

生ごみの分別回収に参加する家庭に堆肥を配り、それぞれの家庭でバケツの底部に２cm ほ

ど堆肥を敷き、その上に生ごみ、堆肥、生ごみとサンドイッチ状にして保管し、毎週２回、各

家庭がそれを地域のごみステーションに配置してある生ごみ専用回収容器（可動式）に投入し

たものを、町が収集の上、堆肥化処理して、再び町が堆肥を配る仕組みを実施しています。な

お、堆肥の配布方法としては、ごみステーションに事前に堆肥を置いておき、投入時に各家庭

が１袋持ち帰るという方法を実施しています。 

この方法のメリットとしては、堆肥で生ごみをサンドイッチ状態にすることにより、家庭で

の保管時の臭気防止対策となり、生ごみを保管する際に問題となりがちな「悪臭」から解放さ

れるというものです。 

 

★ 山形県長井市 

各家庭に水切りバケツを配布し、このバケツで保管した生ごみを各家庭がごみステーション

に配置してあるコンテナ（約 70 ㍑）に入れます。コンテナには生ごみが約 40 ㎏入り、１ス

テーション当たり平均で２～３個配置されています。このコンテナは農水省の補助事業により

予備も含めて 800 個購入しました。 

このコンテナを収集委託業者が週 2 回収集し、堆肥センターにおいて堆肥化します。 

なお、同堆肥センターでは、家庭から排出される生ごみ以外に事業所から排出される有機系

廃棄物、畜産農家からの家畜糞尿も同時に原料として利用しています。 

 

★ 三重県桑名市 

希望する家庭を対象に、もみがら、米ぬか、山土、枯れ葉を一定の割合でブレンドした床材

を入れた衣装ケースを一式 500 円で配布し、各家庭において、この衣装ケースに生ごみを入

れ、一次発酵させます。衣装ケースに 1～2 ヶ月分の生ごみがたまれば、リサイクル推進施設

「クルクル工房」へ持ち込み、堆肥舎で２～３ヶ月かけて二次発酵を行い、製造された堆肥は

家庭菜園やガーデニングの肥料として利用されています。 

なお、事業を推進するにあたり、クルクル工房の運営を行っている NPO のスタッフが、堆

肥・育土研究家のもとで研修を受講し、ノウハウを取得するなど積極的な取組みを実施してい

ます。 

また、各家庭において実施する一次発酵の説明会を度々実施するなど啓発活動を積極的に実

施しています。 
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表 2-11 生ごみのリサイクルに係る主な関連法令 

再 生 法 
関連法令 対 象 

堆肥化 飼料化 ﾊﾞｲｵｶﾞｽ化

廃棄物を原料とする場合には、廃棄物処理施設の

許可および廃棄物処理業の許可等が必要となる場

合がある。 

なお、対象物が一般廃棄物であるか、産業廃棄物

であるかにより、許可はそれぞれを対象に取得す

る必要がある。 

○ ○ ○ 

廃棄物処理法 

施設稼動に伴う環境への影響を事前に予測・評価

する生活環境影響調査が必要である。 
○ ○ ○ 

悪臭防止法 県知事が指定する悪臭規制地域に設置する場合

は、手続きが必要となる。 
○ ○ ○ 

水質汚濁防止法 県知事が指定する総量規制地域に設置する場合

は、手続きが必要となる。 
○ ○ ○ 

肥料取締法 堆肥を製造販売する場合は、届出とともに販売す

る堆肥に関する品質表示が必要となる。 

また、汚泥肥料については保証書の添付が義務付

けられている。 

○   

飼料安全法 飼料を製造販売する場合は、同法に基づく公的規

格の認定が必要となる。 
 ○  

大気汚染防止法 ガスエンジンにて燃料を重油換算 35 ㍑／ｈ以上

利用、あるいはボイラーで電熱面積が 10ｍ２以上

ある場合は手続きが必要となる。 

  ○ 

騒音規制法 

振動規制法 

圧縮機、送風機等の定格容量が 7.5kw 以上の場合

は、手続きが必要となる。 
  ○ 

電気事業法 ガスエンジン発電およびボイラー発電を行う場合

は手続きが必要となる。また、電力会社との調整

が必要となる場合がある。 

  ○ 

エネルギーの使用

の合理化に関する

法律（省エネ法） 

電力を 600 万 kwh／年以上、あるいは熱を原油換

算で 1,500kl／年以上利用する場合（施設内利用

は除く）は、手続きが必要となる。 

  ○ 

労働安全衛生法 ボイラ－設備を設置する際は、手続きが必要とな

る場合がある。 
  ○ 

消防法 潤滑油、非常用発電機等の燃料等を保管する場合

は、「消防法」の手続きが必要となる場合がある。
  ○ 

熱供給事業法 複数の建物へ熱を供給し、加熱能力が合計 216GJ/

ｈ以上の場合は、「熱供給事業法」の手続きが必要

となる。 

  ○ 




